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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筒体、該筒体の一端側に一体的に形成された鍔部、及び前記筒体の内部を区画する板部
を有する放熱体を備え、被装着部に開口された取付穴に埋め込んで取り付けられる照明装
置において、
　前記板部の前記一端側の一面に取付けられた光源と、
　前記光源を駆動する電源回路部と、
　金属からなり、前記板部の他面に垂直になるように、前記板部の他面に係合され、前記
電源回路部を前記筒体の内部に保持する保持体と、
　前記一面に前記光源を覆うように取付けられ、係合部を有し、前記光源からの光を反射
する反射板と、
　前記係合部に係合する係止部を有する化粧枠と、
　前記係止部を前記係合部に係合してある、前記反射板及び前記化粧枠に挟持される透光
板と
　を備え、
　前記鍔部を、前記取付穴から、前記光源からの光が照射される側に露出させてあること
を特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記係止部は、弾性変形する２つの支持片と、該支持片の延設端に互いに離反する向き
に形成された係止爪とを有し、前記係合部に着脱可能であることを特徴とする請求項１に
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記載の照明装置。
【請求項３】
　前記反射板は、前記透光板に設けられた凹部を係合させて位置合わせをする複数の突起
を有し、該複数の突起は周方向に不等配に配置されていることを特徴とする請求項１又は
請求項２に記載の照明装置。
【請求項４】
　筒体、該筒体の一端側に一体的に形成された鍔部、及び前記筒体の内部を区画する板部
を有する放熱体を備え、被装着部に開口された取付穴に埋め込んで取り付けられる照明装
置において、
　前記板部の前記一端側の一面に取付けられた光源と、
　前記光源を駆動する電源回路部と、
　金属からなり、前記板部の他面に垂直になるように、前記板部の他面に係合され、前記
電源回路部を前記筒体の内部に保持する保持体と
　を備え、
　前記鍔部を、前記取付穴から、前記光源からの光が照射される側に露出させてあること
を特徴とする照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、天井等の被装着部に取付けられる照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　天井等の被装着部に開口された取付穴に取付けられる照明装置として、例えば、有底円
筒状をなす照明装置本体を、その一部又は全体が埋込まれるように前記取付穴に挿入して
、前記被装着部に固定されるように構成された所謂ダウンライト等の埋込み形照明装置が
ある。この埋込み形照明装置は、照明装置本体の外周の適宜位置に設けられた板ばね等の
装着部材により、照明装置本体の一端側に設けられた光源が前記取付穴の側になるように
前記被装着部に装着してある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に開示された照明装置は、装置本体と、光源と、該光源に供給される電流を
制御する電源装置とを具備してなる。装置本体は、環状側壁と、該環状側壁に設けられた
放熱フィンと、前記環状側壁を上下の２部屋に区画する底壁とを備えてなり、前記底壁の
下面に光源を配置すると共に、前記底壁及び上部の環状側壁により区画される基板収容部
内に電源装置を収容するように構成してある。また、この照明装置は、下部の環状側壁の
下側に配設された円筒状の合成樹脂製のバッフルと、該バッフルの外面に一対の取付ばね
とを備えている。そして、バッフルはその下端部に外向きに突出された環状のフランジを
有している。照明装置は、取付ばねにより天井の埋め込み穴に挿入して環状フランジが天
井に当たるまで押し上げることにより天井に埋め込み設置される。このように構成された
特許文献１に係る照明装置は、埋め込み設置される部分に放熱フィンが位置している一方
、室内に位置している部分は合成樹脂製のバッフルであるから、光源からの熱は専ら放熱
フィンに伝達されて、天井内の空気に放熱されることになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－６４６３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、寒冷地においては特に、埋込み形照明装置が埋め込まれる建造物の天井に断
熱材が使用されることがある。省エネ法に基づく「住宅に係るエネルギー使用の合理化に
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関する設計及び施工の指針」で「断熱構造とする天井又は屋根に埋込み形照明器具を取付
ける場合にあっては、断熱材で覆うことができるものを使用すること。」と規定してある
。即ち、断熱構造の天井に用いられる埋込み形照明器具においては、断熱材で覆われた状
態においても、十分な放熱特性を有する必要がある。
【０００６】
　断熱構造の天井に特許文献１に係る照明装置を用いる場合、放熱フィン、天板等の放熱
部分が断熱材に覆われてしまい、放熱フィンにおける対流によって冷却することができな
い。そして、断熱材は熱抵抗が大きいため、光源が発した熱は、断熱材から照明装置の周
囲の空気に伝達されにくくなり、光源の温度が上昇してしまう。特に、光源として発光ダ
イオード（以下、ＬＥＤと略す）を用いる場合、ＬＥＤの温度上昇に伴い、ＬＥＤの寿命
特性が悪化すると共に、発光効率が低下して必要な光量を確保し難くなったり、色温度が
変化するという問題が生じる虞がある。
【０００７】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、放熱性を向上することができると共
に、組み立てが容易である照明装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る照明装置は、筒体、該筒体の一端側に一体的に形成された鍔部、及び前記
筒体の内部を区画する板部を有する放熱体を備え、被装着部に開口された取付穴に埋め込
んで取り付けられる照明装置において、前記板部の前記一端側の一面に取付けられた光源
と、前記光源を駆動する電源回路部と、金属からなり、前記板部の他面に垂直になるよう
に、前記板部の他面に係合され、前記電源回路部を前記筒体の内部に保持する保持体と、
前記一面に前記光源を覆うように取付けられ、係合部を有し、前記光源からの光を反射す
る反射板と、前記係合部に係合する係止部を有する化粧枠と、前記係止部を前記係合部に
係合してある、前記反射板及び前記化粧枠に挟持される透光板とを備え、前記鍔部を、前
記取付穴から、前記光源からの光が照射される側に露出させてあることを特徴とする。
【０００９】
　本発明にあっては、光源からの熱を放散する放熱体の鍔部を、照明装置が埋め込んで取
付けられる取付穴から光源からの光が照射される側に露出させてある。断熱構造でない天
井に照明装置が設置された場合には、放熱体の他の部分から天井内の空気に放熱すること
ができると共に、前記鍔部から取付穴から光源からの光が照射される側である、例えば、
室内の空気に放熱することができる。断熱構造の天井に用いられる場合には、放熱体に伝
達された光源からの熱は、放熱体内部を伝導されて前記鍔部から取付穴から光源からの光
が照射される側である、例えば、室内の空気に放散することができる。このように、光源
が発した熱を効率的に室内等の取付穴から光源からの光が照射される側の空気に放散する
ことができるから、放熱性を向上することができる。
【００１０】
　また、本発明にあっては、反射板及び化粧枠間に透光板を介在させた状態で、化粧枠の
係止部を反射板の係合部に係合することにより、透光板が反射板及び化粧枠に挟持される
ように構成されており、すなわち係合により着脱可能としているので、取付及び取外しが
容易である。
【００１１】
　本発明に係る照明装置は、前記係止部は、弾性変形する２つの支持片と、該支持片の延
設端に互いに離反する向きに形成された係止爪とを有し、前記係合部に着脱可能であるこ
とを特徴とする。
【００１２】
　本発明にあっては、係止部が、係止爪を有する支持片を２つ有しており、この２つの支
持片を近接するように把持した状態で、係止爪を係合部に嵌めて把持を解除することで、
容易に化粧枠を反射板に取り付けることができる。
【００１３】
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　本発明に係る照明装置は、前記反射板は、前記透光板に設けられた凹部を係合させて位
置合わせをする複数の突起を有し、該複数の突起は周方向に不等配に配置されていること
を特徴とする。
【００１４】
　本発明にあっては、凹部及び突起が周方向に不等配に配置されているので、係合の方法
が一通りに決まり、反射板に透光板を容易に位置合わせして取り付けることができる。
　本発明に係る照明装置は、筒体、該筒体の一端側に一体的に形成された鍔部、及び前記
筒体の内部を区画する板部を有する放熱体を備え、被装着部に開口された取付穴に埋め込
んで取り付けられる照明装置において、前記板部の前記一端側の一面に取付けられた光源
と、前記光源を駆動する電源回路部と、金属からなり、前記板部の他面に垂直になるよう
に、前記板部の他面に係合され、前記電源回路部を前記筒体の内部に保持する保持体とを
備え、前記鍔部を、前記取付穴から、前記光源からの光が照射される側に露出させてある
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、放熱性を向上することができ、組み立てが容易である。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係る照明装置の外観斜視図である。
【図２】本発明に係る照明装置の模式的分解斜視図である。
【図３】本発明に係る照明装置の模式的断面図である。
【図４】ヒートシンクの模式的断面斜視図である。
【図５】ヒートシンクの模式的断面斜視図である。
【図６】反射板、透光板及び化粧枠夫々の外観斜視図である。
【図７】反射板、透光板及び化粧枠の取付状態を示す外観斜視図である。
【図８】筒体内の電源回路部の配置を略示する図である。
【図９】板ばねの拡大図である。
【図１０】電源用端子台及び調光用端子台夫々の外観斜視図である。
【図１１】端子台の取付状態を示す模式図である。
【図１２】照明装置を蓋部から見た模式図である。
【図１３】照明装置の取付姿勢の説明図である。
【図１４】板ばねの第１の押圧部及び第２の押圧部が天井に当接しない場合の照明装置の
取付姿勢の説明図である。
【図１５】照明装置の梱包の説明図である。
【図１６】電源用端子台を傾斜させた例を示す図である。
【図１７】板ばねを４つ備える照明装置の例である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。図１は、本発明に係る
照明装置の外観斜視図である。図２は、本発明に係る照明装置の模式的分解斜視図である
。図３は、本発明に係る照明装置の模式的断面図である。なお、照明装置として、照明装
置本体の一部又は全体が埋込まれるように取付穴に埋込み設置される埋込み形照明装置で
あるダウンライトを例に以下説明する。
【００１８】
　図中１は、アルミニウム等の金属製のヒートシンクである。ヒートシンク１は、円筒状
の筒体１１と、該筒体１１の一端１１ａ側の外周面に設けられた鍔部１２とを備えている
。図４は、ヒートシンク１の模式的断面斜視図であり、ヒートシンク１を筒体１１の他端
１１ｂ側から見た図である。図５は、ヒートシンク１の模式的断面斜視図であり、ヒート
シンク１を筒体１１の一端１１ａ側から見た図である。なお、ヒートシンク１は、例えば
、アルミダイキャストにより一体成形される。
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【００１９】
　筒体１１は、該筒体１１の電源収容部の側の周壁の一部を内側に凹ませて（筒体１の半
径よりも所定間隔内側になるように）平板状にしてなる、後述する端子台が固定される端
子台固定部１１ｃを有している。なお、端子台固定部１１ｃは、筒体１１の中心を通る端
子台固定部１１ｃへの垂線が筒体１１の径方向と一致するように形成してある。また、端
子台固定部１１ｃは、前記所定間隔が、後述する調光用端子台が筒体１の最大外径よりも
内側に位置するようにしてある。
【００２０】
　鍔部１２は、中央に開口を有する円板状である。鍔部１２は、筒体１１側と反対側の一
面１２ｂが径方向の内側から外側に向けて緩やかに傾斜する傾斜面になるように形成して
ある。鍔部１２は、筒体１１側の他面１２ｂが略平面に形成してあり、他面１２ｂの外周
縁には、他面１２ｂに直交し、筒体１１に平行をなして全周に亘って突設してなる扁平な
円筒状のリブ等の被覆部１２ｃが設けてある。該被覆部１２ｃは、被装着部に開口された
取付穴のバリ等の凹凸があった場合に、照明装置本体と被装着部との間に生じる隙間を被
覆すべく設けてある。なお、鍔部１２の他面１２ｂの外周縁には、被覆部１２ｃと同心を
なして、他面１２ｂに直交し、筒体１１に平行をなして全周に亘って突設してなる扁平な
円筒状の突設部１２ｄが設けてある。被覆部１２ｃと突設部１２ｄとの間には、例えば、
ラバー等の弾性を有する合成樹脂製部材であるパッキンが嵌入される。これにより、天井
等の被装着部と鍔部１２とが密接した状態にて照明装置が取付穴に取付けられる。
【００２１】
　ヒートシンク１の筒体１１には、筒体１１の内部を、後述する電源回路部が収容される
電源収容部と、該電源収容部よりも拡径され、光源部が収容される光源収容部の２つの部
屋に区画する板部である伝熱板１３が一端１１ａ側に設けてある。なお、伝熱板１３は、
図示の如く、鍔部１２の近傍に設けてある。被装着部である天井に開口された取付穴への
取付け状態において、取付穴の外部、換言すると取付穴から光源部からの光が照射される
側である室内に可能な限り近づけてあることが望ましい。
【００２２】
　ヒートシンク１の伝熱板１３の一端１１ａ側の面である一面１３ａには、光源部２が伝
熱シート２０を介して取付けてある。光源部２は、矩形板状をなすＬＥＤ基板２１と、該
ＬＥＤ基板２１に実装された複数のＬＥＤ２２，２２…と、ＬＥＤ基板２１のＬＥＤ２２
，２２…の実装側と反対側の面に設けられ、図２中に角柱にて示すコネクタ２３とを備え
てなる。なお、本実施の形態においては、ＬＥＤの数は８つであり、図５に示すように、
ＬＥＤ基板２１の中央に１つのＬＥＤ２２が実装してある。残りの７つのＬＥＤ２２，２
２…は、中央に設けたＬＥＤ２２を中心として周方向に適長離隔して実装してある。また
、ＬＥＤ２２は、例えば、ＬＥＤ素子と、該ＬＥＤ素子を封止する封止樹脂と、入力端子
及び出力端子とを備えてなる表面実装型のＬＥＤである。伝熱シート２０は、絶縁性を有
する熱良導体である。例えば、フィラーとして金属酸化物を適量含むシリコーン系樹脂製
である。
【００２３】
　伝熱板１３の一面１３ａには、後述する反射体の係合突起と係合する複数の係合穴部１
３ｃが設けてある。また、伝熱板１３には、ネジ穴が形成された複数のボス部１３ｄが設
けてある。筒体１１の内側の伝熱板１３の他面１３ｂには、端子台固定部１１ｃに平行を
なす２つの突条１３ｅが設けてある。筒体１１の外側の伝熱板１３の他面１３ｂには、端
子台固定部１１ｃに平行をなす突条１３ｆが設けてある。
【００２４】
　また、筒体１１の内側の伝熱板１３の他面１３ｂには、端子台固定部１１ｃに連設して
、ネジ穴が形成された２つのボス部１４ａ，１４ｂが立設してある。筒体１１の外側の伝
熱板１３の他面１３ｂには、端子台固定部１１ｃに離隔して対向する位置に、後述する端
子台支持アングルを保持するアングル保持部１５，１５が立設してある。
【００２５】
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　また、端子台固定部１１ｃには、端子台支持アングルを固定するためのネジ穴１１ｄが
設けてある。また、筒体１１には、周方向に等配をなして、後述する板ばねを固定するた
めのネジ穴１１ｅが複数設けてある。さらに、筒体１１の他端１１ｂには、後述する蓋部
を固定するためのネジ穴１１ｆが複数設けてある。
【００２６】
　以上のように構成されたヒートシンク１の伝熱板１３の一面１３ａには、反射板３が取
付けてある。反射板３には、該反射板３をヒートシンク１に取付けたときにＬＥＤ２２，
２２…に対応する位置に、ＬＥＤ２２，２２…を取り囲むように、略半球状の凹部を有す
る複数の反射部３１，３１…が形成してある。反射板３は、高い反射率を有する電気絶縁
性の材料であり、例えば、ポリカーボネート樹脂製、アルミナ焼結体等である。
【００２７】
　反射板３には、反射板３をヒートシンク１に取付けたときに伝熱板１３に設けられた複
数のボス部１３ｄに対応する位置に、略円柱状の凹部を有する複数の固定部３２が設けて
ある。また、反射板３の周縁部には、周壁３３が立設してあり、該周壁３３の端面には、
係合穴部１３ｃに整合させて立設された円柱状の複数の第１の係合突起３４が設けてある
。
【００２８】
　反射板３は、第１の係合突起３４をヒートシンク１の係合穴部１３ｃに係合させた状態
にて、周壁３３の端面を伝熱板１３に当接させて、ネジ３９，３９…を反射板３の固定部
３２，３２…に設けられた貫通穴に挿通させ、伝熱板１３のボス部１３ｄに設けられたネ
ジ穴に螺合させることによりヒートシンク１に固定してある。反射板３の第１の係合突起
３４とヒートシンク１の係合穴部１３ｃとを係合させるという簡単な動作により、反射部
３１，３１…をＬＥＤ２２，２２…に対応する位置に位置合わせすることができる。
【００２９】
　光源部２の各ＬＥＤ２２，２２…からの光は、この反射板３の反射部３１，３１…にて
反射されて、ＬＥＤ２２，２２…の光軸となす角度が所定角度以下になる範囲に含まれる
ことになり、照明装置の直下照度が強くなるように配光特性が制御された光が照明装置か
ら出射されることになる。
【００３０】
　この反射板３には、化粧枠５が取付けてあり、反射板３及び化粧枠５間には、透光板４
が介装してある。図６は、反射板３、透光板４及び化粧枠５夫々の外観斜視図である。図
７は、反射板３、透光板４及び化粧枠５の取付状態を示す外観斜視図である。
【００３１】
　図６に示すように、反射板３の周壁３３の外面には、周方向に適長離隔して複数（図に
おいて３つ）の係合凹部３５，３５…が形成してある。また、反射板３の第１の係合突起
３４が設けられた面と反対側の面の周縁部には、周方向に適長離隔して複数（図において
３つ）の第２の係合突起３６，３６…が設けてある。
【００３２】
　透光板４は、円板状の形状を有している。透光板４の一面には、反射板３への取付状態
において、反射板３の反射部３１，３１…に整合する位置に凸状のレンズ４１，４１…が
形成してある。透光板４の外周面には、周方向に適長離隔して、複数の凹部４２，４２…
が設けてある。なお、本実施の形態においては、一面にレンズが形成された透光板４の例
を示しているが、これに限定されず、レンズがない透光板であってもよい。なお、透光板
４は、例えば、ポリカーボネート樹脂製、アクリル樹脂製、ガラス製等である。射出成型
が可能な樹脂製がより望ましい。
【００３３】
　化粧枠５は、中央に開口を有する円板状である。化粧枠５の一面の周縁部には、弾性変
形可能な２つの支持片５１ａ，５１ａと、該支持片５１ａ，５１ａ夫々の延設端に互いに
離反する向きに突出形成された係止爪５１ｂ，５１ｂとを備えてなる複数（図において３
つ）の係止部５１，５１…が、周方向に適長離隔して立設してある。なお、化粧枠５は、
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ポリカーボネート樹脂製等の樹脂製である。
【００３４】
　まず、反射板３の第２の係合突起３６，３６…に透光板４の凹部４２，４２…を係合さ
せて、透光板４を反射板３に位置合わせをして載置する。反射板３の第２の係合突起３６
と透光板４の凹部４２とを係合させるという簡単な動作により、透光板４のレンズ４１，
４１…を反射部３１，３１…、換言するとＬＥＤ２２，２２…に対応する位置に位置合わ
せすることができる。この状態にて、化粧枠５の係止部５１，５１…を反射板３の係合凹
部３５，３５…に係合させることにより、図７に示すように、反射板３、透光板４及び化
粧枠５を一体化する。なお、透光板４は、反射板３に対して化粧枠５によって押さえつけ
られることにより反射板３及び化粧枠５間に挟持されている。このように係合により着脱
可能としているから、取付及び取外しが容易であると共に、ビス等の部品が不要となり部
品点数を低減することができる。
【００３５】
　なお、透光板４が反射板３に周方向に一カ所のみにおいて載置することができるように
、反射板３の第２の係合突起３６及び透光板４の凹部４夫々の位置が周方向に適切に決定
してある。即ち、係合突起３６，３６…間の周方向の間隔は等間隔ではない。凹部４２，
４２…についても同様である。各ＬＥＤ２２，２２…と対応するレンズ４１，４１…との
中心合わせ（光軸合わせ）は、所望の方向の光を得るために重要であるところ、以上のよ
うに構成して、ＬＥＤ２２，２２…、反射部３１，３１…及びレンズ４１，４１…の位置
合わせを係合により行うことによって、本実施の形態のようにＬＥＤ２２，２２…が周方
向に等配をなして配置されない場合に、容易に位置合わせをすることができると共に、所
望の光を得ることができる。
【００３６】
　一方、ヒートシンク１の筒体１１の伝熱板１３の他面１３ｂの側には、図３に示すよう
に、電源回路部６が収容される。電源回路部６は矩形板状をなす回路基板６０と、該回路
基板６０に実装された電子部品６１とを備えてなる。なお、図においては、電子部品６１
を矩形ブロックにて略示しているが、トランス、抵抗、コンデンサ等の各種回路部品から
なる。図８は、筒体１１内の電源回路部６の配置を略示する図である。
【００３７】
　電源回路部６は、伝熱シート６２、絶縁シート６３を介して支持板６４に取付けてある
。支持板６４は、矩形板状の固定板部６４ａと、該固定板部６４ａの周縁の一部に立設さ
れた矩形板状の取付板部６４ｂとを備えてなる。支持板６４は鉄等の金属製である。回路
基板６０及び固定板部６４ａには、複数の貫通穴が形成してあり、図３に示すように、該
貫通穴にスペーサ６６を挿通することにより、所定の間隔を維持しつつ、電源回路部６、
伝熱シート６２、絶縁シート６３及び支持板６４を一体化してある。スペーサ６６は、ポ
リエステル系樹脂製（例えばポリブチレンテレフタレート：ＰＢＴ）又はポリアミド系樹
脂製（例えばナイロン）であり、周方向に複数の係合爪が長手方向に２段に設けてある。
スペーサ６６の１段目には支持板６４の固定板部６４ａが、２段目には回路基板６０が固
定してある。このスペーサ６６を固定板部６４ａの側から押しこむことにより容易に組み
立てることができる。なお、回路基板６０と絶縁シート６３との間には、円筒状のスペー
サ６７が介装してある。スペーサ６７は、例えば鉄等の金属製であり、回路基板６０を接
地すべく、接地に用いるビスを回路基板６０に確実に固定するための間隔を確保するため
に設けてある。
【００３８】
　絶縁シート６３は、回路基板６０のはんだ付け面と支持板６４との間を確実に絶縁する
ために配置されており、例えば厚さ０．４ｍｍの変性ポリエチレン製シートで形成されて
いる。またこの絶縁シート６３には、伝熱シート６２と当接する部分には伝熱シート６２
よりもひとまわり小さい開口が設けてあり、支持板６４への熱伝導を改善している。
【００３９】
　伝熱シート６２は回路基板６０よりも小さい面積を有する厚肉の矩形板状である。絶縁
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シート６３は、支持板６４と略同形状の矩形板状を有している。伝熱シート６２は、回路
基板６０に実装された電子部品６１のうち発熱量が多い部品が位置するところに整合する
ように設けてある。伝熱シート６２の寸法は、伝熱シート６２による熱伝達、電源回路部
６からの輻射による熱伝達等を考慮して伝熱性能が最適となるように決定してある。なお
、本実施の形態は、電子部品６１のうち発熱量が多い部品が回路基板６０の略中央に配し
てある例である。
【００４０】
　このように電源回路部６が取付けられた支持板６４は、ヒートシンク１の一方のボス部
１４ａに固定される。一方のボス部１４ａ及び他方のボス部１４ｂに近接する支持板６４
の面には、厚肉の伝熱シート６５，６５が設けてある。なお、伝熱シート６５，６５は、
支持板６４に予め貼っておき、ヒートシンク１の内部に支持板６４を差し込んで取付けた
ときに、ボス部１４ａ，１４ｂに当接するようにしてある。支持板６４は、固定板部６４
ａの一端を伝熱板１３の他面１３ｂに設けた突条１３ｅに係合させ、取付板部６４ｂに設
けた貫通穴にネジ６９（図２参照）を挿通してボス部１４ａのネジ穴に螺合することによ
り、ヒートシンク１に固定される。この固定状態において、各伝熱シート６２，６５は、
隙間なく各部材間に介装される。この結果、電源回路部６の電子部品６１が発した熱は、
主として、図８中に矢符にて示すように、回路基板６０、伝熱シート６２、支持板６４の
固定板部６４ａ、伝熱シート６５及びボス部１４ａ，１４ｂを介してヒートシンク１に伝
達されることになる。なお、伝熱シート６２，６５は、絶縁性を有する熱良導体であり、
例えば、フィラーとして金属酸化物を適量含むシリコーン系樹脂製である。本実施の形態
においては、伝熱シート６５，６５をボス部１４ａ，１４ｂの両方に当接する位置に設け
てあるが、どちらか一方のみでも良い。なお、マット敷き工法又はブローイング工法によ
る高断熱構造の天井に用いられる埋込み形照明器具においては、伝熱シート６５，６５を
ボス部１４ａ，１４ｂの両方に設けてある方が望ましい。これにより、電源回路部６が発
した熱をヒートシンク１に効率的に伝達することができる。
【００４１】
　このように電源回路部６が収容された筒体１１の端部には、蓋部１６が取付けてある。
蓋部１６の周縁には、周壁１６ａが立設してある。なお、周壁１６ａは、後述する端子台
が設けられる直線部分以外の周縁に亘って設けてある。また、蓋部１６には、貫通穴が複
数設けてあり、該貫通穴にネジ６９，６９…を挿通させ、筒体１１の他端１１ｂに設けた
ネジ穴１１ｆ，１１ｆ…に螺合することにより、蓋部１６をヒートシンク１に固定してあ
る。
【００４２】
　このように構成された照明装置本体１０には、装着部材である板ばね７が複数取付けて
ある。図９は、板ばねの拡大図である。板ばね７は、ステンレス鋼等の金属製であり、細
長い矩形板を屈曲させて、図９に示すようにＶ字状に形成してある。板ばね７の一端には
、矩形板状の取付部７１が設けてあり、該取付部７１には貫通穴（図示せず）が形成して
ある。取付部７１には、小さい曲率半径にて略１３５°に亘って湾曲してなる屈曲部７２
が連設してある。
【００４３】
　屈曲部７２を挟んだ板ばね７の他側には、取付部７１の側に凸状に湾曲し、板ばね７の
長手方向に沿う断面形状が円弧状である第１の押圧部７３が設けてある。第１の押圧部７
３には、該第１の押圧部７３と逆側に湾曲している凸部７４が連設してあり、凸部７４に
は、第１の押圧部７３と同じ側に凸状に湾曲し、板ばね７の長手方向に沿う断面形状が円
弧状である第２の押圧部７５が連設してある。第２の押圧部７５には、矩形板状の腕部７
６が連設してあり、腕部７６の端部には、該端部から腕部７６に角度をなして取付部７１
の逆側に折り曲げられてなる抜止部７７が設けてある。なお、抜止部７７は、板ばね７の
第１の押圧部７３及び第２の押圧部７５が天井に当接しない状態において、照明装置本体
１０の落下を防止するために設けてある。
【００４４】
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　なお、第１の押圧部７３と第２の押圧部７５の湾曲の曲率半径は異なっており、第２の
押圧部７５の曲率半径Ｒ２は第１の押圧部７３の曲率半径Ｒ１よりも大（Ｒ１＜Ｒ２）で
ある。本実施の形態においては、後述する照明装置が設置される天井の板厚範囲として３
～９ｍｍ及び２０～２５ｍｍを想定して、第１の押圧部７３の曲率半径Ｒ１を６ｍｍに、
第２の押圧部７５の曲率半径Ｒ２を２３ｍｍに夫々してある。これら第１の押圧部７３及
び第２の押圧部７５の曲率半径Ｒ１及びＲ２は、照明装置が天井に設置されたときに、第
１の押圧部７３と第２の押圧部７５のどちらか一方のみが天井に上側から当接するように
、天井の板厚に応じて決定してある。本実施の形態においては、屈曲部７２を略１８０°
に亘って湾曲せずに、略１３５°湾曲させた端部から第１の押圧部７３を立ち上げている
。これにより、押圧部７４の曲率半径Ｒ１よりも小さい天井の板厚にも対応することがで
きる。なお、本実施の形態においては、屈曲部７２を略１３５°に亘って湾曲させている
が、これに限定されず、想定される天井の板厚に応じて適切に設定してあればよい。
【００４５】
　このような板ばね７を、照明装置本体１０に周方向に略等配をなしてヒートシンク１の
筒体１１に取付けてある。ネジ１７を板ばね７の取付部１１に設けられた貫通穴に挿通さ
せ、筒体１１に設けられたネジ穴１１ｅに螺合させることにより、筒体１１の外面に板ば
ね７の取付部７１が密着させた状態にて、図８に示すように、周方向に３等配をなしてヒ
ートシンク１に固定してある。なお、ネジ穴１１ｅにネジを切らずに、ネジ１７の代わり
にタッピングビスを用いても構わない。
【００４６】
　また、ヒートシンク１には、端子台として、電源回路部６を介して光源部２に電力を供
給する電力線である電源ケーブルが接続される電源用端子台８と光源部２の調光用の信号
線が接続される調光用端子台９とが取付けてある。図１０は、電源用端子台８及び調光用
端子台９夫々の外観斜視図である。
【００４７】
　電源用端子台８は、扁平な略直方体の外形状を有している。電源用端子台８の一面には
、電源ケーブルが接続される接続端子８１，８１…が設けてある。電源用端子台８の接続
端子が設けてある面の反対側の面には、電源回路部６に接続される電源ハーネス８２，８
２が設けてある。また、電源用端子台８のこれら２面と直角をなす２面には、該２面を貫
通する貫通穴８３が設けてある。前記２面の一方の面には、円柱状の位置決め用の突起８
４が設けてある。
【００４８】
　調光用端子台９は、略直方体の外形状を有している。調光用端子台９の一面には、調光
用の信号線が接続される接続端子９１，９１…が設けてある。調光用端子台９の接続端子
が設けてある面の反対側の面には、２つの円柱状の位置決め用の突起９２が並設してあり
、該突起９２間には、ネジ穴（図示せず）が設けてある。調光用端子台９のこれら２面と
直角をなす面には、電源回路部６に接続される調光線（図示せず）が設けてある。
【００４９】
　これら電源用端子台８及び調光用端子台９はＬ字状の端子台支持アングル９６に取付け
てある。端子台支持アングル９６は、細長い矩形板状の調光用端子台取付部９７と、該調
光用端子台取付部９７の長手方向の一端に立設された矩形板状の電源用端子台取付部９８
とを備えてなる。調光用端子台取付部９７の略真ん中には、調光用端子台９に設けられた
２つの円柱状の突起９２及びネジ用穴に整合させて、３つの貫通穴９７ａ，９７ａ…が設
けてある。また、調光用端子台取付部９７の電源用端子台取付部９８の側には、２つの調
光用の信号線が挿通される挿通穴９７ｂ，９７ｂが並設してある。この挿通穴９７ｂ，９
７ｂ間に、貫通穴９７ｃ（図１１参照）が設けてある。電源用端子台取付部９８には、電
源用端子台８に設けられた貫通穴８３及び円柱状の突起８４に整合する位置に、円筒状の
バーリング加工等により形成された雌ネジ部９８ａ及び貫通穴９８ｂが夫々設けてある。
【００５０】
　調光用端子台９は、突起９２を端子台支持アングル９６の調光用端子台取付部９７に設
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けられた貫通穴９７ａ，９７ａに係合させて位置決めをして、ネジ９３を貫通穴９７ａに
挿通して調光用端子台９に設けられたネジ穴に螺合することにより、端子台支持アングル
９６に固定してある。同様に、電源用端子台８は、突起８４を端子台支持アングル９６の
電源用端子台取付部９８に設けられた貫通穴９８ｂに係合させて位置決めをして、ネジ８
５を電源用端子台８に設けられた貫通穴８３を挿通させ、電源用端子台取付部９８に設け
られた雌ネジ部９８ａに螺合することにより、端子台支持アングル９６に固定してある。
なお、調光用端子台９に設けられたネジ穴にネジを切らずに、ネジ９３の代わりにタッピ
ングビスを用いても構わない。
【００５１】
　このように取付けられた電源用端子台８を覆うように端子台カバー８６が取付けてある
。端子台カバー８６は、矩形板状の上板部８７と、該上板部８７の平行な２辺に立設され
た矩形板状の側板部８８，８８と、該側板部８８，８８の上板部８７と連設する辺とは反
対側の辺に上板部８７に平行をなして設けられた底板部８９，８９とからなる。端子台カ
バー８６の上板部８７には、貫通穴８７ａが設けてある。この端子台カバー８６は、前述
したように、端子台支持アングル９６に固定された電源用端子台８に接続端子８１，８１
…が設けられた面の側から嵌め込まれる。
【００５２】
　以上のように電源用端子台８及び調光用端子台９が取付けられた端子台支持アングル９
６は、調光用端子台取付部９７の一端を伝熱板１３の他面１３ｂに設けられた突条１３ｆ
に係合させ、アングル保持部１５，１５に電源用端子台取付部９８を載置して、ネジ９４
を端子台支持アングル９６の調光用端子台取付部９７に設けられた貫通穴９７ｃに挿通さ
せ、ヒートシンク１の筒体１１の端子台固定部１１ｃに設けられたネジ穴１１ｄに螺合す
ることにより、ヒートシンク１に取付けられる。端子台カバー８６は、ネジ６９を、端子
台カバー８６の上板部８７に設けられた貫通穴８７ａ及び蓋部１６に設けられた貫通穴に
挿通させ、ヒートシンク１の伝熱板１３に立設されたボス部１４ｂに設けられたネジ穴に
螺合させることにより、蓋部１６及ヒートシンク１に固定される。なお、ネジ穴１１ｄ及
びボス部１４ｂに設けられたネジ穴にネジを切らずに、ネジ９４，６９の代わりにタッピ
ングビスを用いても構わない。
【００５３】
　図１１は、端子台の取付状態を示す模式図である。以上のように取付けられた電源用端
子台８及び調光用端子台９は、図１１に示すように、照明装置の光出射方向（上下方向）
に並設されて、調光用端子台９が鍔部１２の側になるように（取付穴に照明装置を取付け
たときに取付穴の側、換言すると被装着部の側になるように）照明装置本体１０に取付け
てある。
【００５４】
　以上のように一体化された照明装置は、ヒートシンク１の鍔部１２の側を下側にして、
被装着部である天井に設けられた取付穴に板ばね７，７…を介して固定され、所謂ダウン
ライトとして用いられる。図１２は、照明装置を蓋部１６の側から見た模式図である。な
お、図中に、取付穴１００ａを２点鎖線にて示している。図１３は、照明装置の取付姿勢
の説明図である。なお、図１２及び図１３においては、説明の便宜上、端子台として電源
用端子台８のみを図示し、調光用端子台９の図示を省略している。また、本実施の形態に
おいては、電源用端子台８と調光用端子台９の２つ端子台を有している場合について示し
ているが、端子台の数はこれに限定されず、１つでもよいし、３つ以上でもよい。
【００５５】
　本発明に係る照明装置においては、図１２に示すように、電源用端子台８が、装着部材
である３つの板ばね７，７…のうちの一つに取付穴１００ａを挟んで対向する位置になる
ように構成してある。そして、この電源用端子台８には、図１３に示すように、光源部２
に電力を供給する電力線である電源ケーブル１０１が接続される。このような照明装置の
天井への設置は、例えば、電源ケーブル１０１を照明装置の電源用端子台８に接続した後
に、照明装置を取付穴１００ａに取付けるという手順により行われる。この場合、まず、
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電源ケーブル１０１を室内側に引張り出して電源用端子台８の接続端子８１に接続する。
その後、板ばね７，７…を照明装置本体１０の側に押し付けた状態にて、天井１００に設
けられた取付穴１００ａに照明装置を電源用端子台８の側から挿通させて、板ばね７，７
…から手を離し照明装置本体１０をさらに押し込む。この結果、図１３に示すように、ヒ
ートシンク１の鍔部１２の筒体１１側の面が天井１００の室内側の設置面に当接された状
態（ヒートシンク１の一部分である鍔部１２が取付穴１００ａの外部に位置する状態）に
て、照明装置が取付穴１００ａに固定されることになる。
【００５６】
　このように照明装置を天井１００の取付穴１００ａに設置したとき、電源ケーブル１０
１に図示しない撓みが生じる場合がある。そして、電源ケーブル１０１が伸びようとする
応力の方向は主として電源ケーブル１０１の電源用端子台８への接続方向（図１２及び図
１３に白抜き矢符にて示す）と一致するから、照明装置本体１０に電源ケーブル１０１の
接続方向の力が作用する。このとき、電源用端子台８に対向する位置にある板ばね７によ
り、前記応力に応じて該応力と略反対方向（図１３中に矢符にて示す）の力が照明装置本
体１０に作用する。このように電源ケーブル１０１の応力が作用したときに、板ばね７の
ばね力により照明装置本体１０が天井１００に対して傾くことを防止することができ、照
明装置の姿勢を維持して、安定性を向上することができる。
【００５７】
　そして、端子台固定部１１ｃが、前述したように、筒体１１の中心を通る端子台固定部
１１ｃへの垂線が筒体１１の径方向と一致するように形成してあるから、電源用端子台８
及び調光用端子台９に接続される電線の取付方向が照明装置本体１０の径方向に略一致す
る。このように、本発明にあっては、端子台への電線の接続方向が、端子台から照明装置
本体１０の中心、換言すると端子台から取付穴１００ａの中心に向かう方向に略一致する
ように構成してある。一方、板ばね７，７…が照明装置本体１０に周方向に略等配をなし
てヒートシンク１の筒体１１に取付けてあるから、板ばね７，７…から照明装置本体１０
に作用する力は、照明装置本体１０の径方向に略一致する。これにより、電源用端子台８
及び調光用端子台９に接続される電線の取付方向が、電源用端子台８及び調光用端子台９
から電源用端子台８及び調光用端子台９に対向する位置に設けてある板ばね７に向かう方
向に略一致する。従って、電源ケーブル１０１の応力の方向と、対向する位置にある板ば
ね７のばね力により照明装置本体１０に作用する力の方向とが正反対となるから、より照
明装置の姿勢を維持し易くなり、安定性を向上することができる。
【００５８】
　電源用端子台８及び調光用端子台９は、前述したように、照明装置の光出射方向（上下
方向）に並設されて照明装置本体１０に取付けてあるから、調光用端子台９に接続される
信号線についても同様の効果が得られる。従って、照明装置の姿勢の安定性をさらに向上
することができる。
【００５９】
　本実施の形態においては、電源用端子台８及び調光用端子台９のうち電源用端子台の方
が取付穴１００ａ（ヒートシンク１の鍔部１２）から離れた位置になるようにしてある。
これは、一般に、電力線である電源ケーブルの方が信号線よりも直径が太く剛性が高いた
め、高剛性の電線が接続される方の端子台が取付穴から離れた位置になるようにするため
である。仮に、信号線の方が高剛性である場合は、電源用端子台８及び調光用端子台９の
位置関係は本実施の形態と逆となる。前述したように照明装置を取付穴１００ａに設置す
るときに、取付穴１００ａに近い電線の方がより撓むことになるから、高剛性の電線を取
付穴１００ａ、換言すると被装着部である天井から離れた位置にすることによって、取付
穴による位置的な干渉の影響を低減することができ、電線を接続した状態での取付穴への
設置が容易になる。
【００６０】
　また、装着部材として３つの板ばね７，７…を有しているから、最小限の数により照明
装置の取付姿勢を安定させることができる。
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【００６１】
　また、電源用端子台８及び調光用端子台９は、前述したように、照明装置の同一周方向
位置に設けてあるから、照明装置を回転させたり、持ち替えたりする必要がなく、電線の
接続作業が容易になる。同時に、配線後に天井１００の取付穴１００ａに照明装置を取付
ける場合に、天井１００に設けられた取付穴１００ａに電源用端子台８の側から照明装置
を挿通させるから、電線が最初に取付穴１００ａに挿入されることになり電線が取付の邪
魔にならずに照明装置の設置が容易となる。
【００６２】
　また、板ばね７，７…の間に電源用端子台８及び調光用端子台９に位置させ、電源用端
子台８及び調光用端子台９への電線の接続方向が取付穴１００ａの径方向になるように構
成してあるから、照明装置設置時に、板ばね７，７…により電線が傷つくことを防止する
ことができる。また、調光用端子台９が筒体１の最大外径よりも内側に位置する、換言す
ると取付穴１００ａの直径よりも内側に位置するから、照明装置を小型化することができ
ると共に、設置が容易となる。
【００６３】
　板ばね７，７…は、図１２に示すように、電源用端子台８に対向した位置に設けてある
板ばね７を除いて、取付穴１００ａの中心と電源用端子台８に対向した位置の板ばね７と
を結ぶ直線、換言すると電源用端子台８の取付中心と電源用端子台８に対向した位置の板
ばね７の取付中心とを結ぶ直線に関して対称となるように残りの板ばね７，７を設けてい
る。これにより、板ばね７，７…の被装着部である天井を押圧する力のバランスを取るこ
とが可能となると共に、板ばね７，７…の重量のバランスを取ることができるから、取付
姿勢を安定させて照明装置を天井に装着することができる。
【００６４】
　一方、電源用端子台８は、図１２に示すように、取付穴１００ａの直径よりも外側に位
置するようにしてある。図１４は、板ばねの第１の押圧部及び第２の押圧部が天井に当接
しない場合の照明装置の取付姿勢の説明図である。板ばね７の第１の押圧部７３及び第２
の押圧部７５が天井に当接しない場合において、図１４に示すように、板ばね７の抜止部
７７に加えて、電源用端子台８を支持する端子台支持アングル９６が天井１００に当接す
るから、照明装置本体１０が天井から脱落しにくくなり、安全性を向上することができる
。
【００６５】
　また、電源用端子台８が取付穴１００ａの直径（照明装置本体１０の筒体１１の外径）
よりも外側に位置することを利用して照明装置の梱包を工夫することが考えられる。図１
５は、照明装置の梱包の説明図である。
【００６６】
　図１５に示すように、板ばね７の腕部７６及び抜止部７７によりなるＶ字状の曲げ部の
内側と、端子台カバー８６の上面を通すようにワイヤ１１０を装着して、板ばね７，７…
を照明装置本体１０の方に押し付けて屈曲収容する。ワイヤ１１０は、断面形状円形の細
い線であり、樹脂製である。このように端子台カバー８６の上面を通すことによりワイヤ
１１０は照明装置からずり落ちて脱落しにくくすることができる。そして、天井１００の
取付穴１００ａに照明装置本体１０を押し込んだ後に、ワイヤ１１０を切断することによ
り、作業者の手で板ばね７，７…を照明装置本体１０に押し付ける必要がなく、照明装置
の設置を容易にすることができる。
【００６７】
　また、電源用端子台８を照明装置本体１０の側（内側）から反対側（外側）に向けて下
向きに緩やかに傾斜させる、換言すると、端子台支持アングル９６の調光用端子台取付部
９７と電源用端子台取付部９８とのなす角度を９０°よりも小さくすることが望ましい。
図１６は、電源用端子台８を傾斜させた例を示す図である。なお、図１６は、説明の便宜
上、実際よりもかなり傾斜を大きくしている。
【００６８】
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　図１６に示すように、電源用端子台８を下向きに傾斜させることにより、蓋部１６と端
子台カバー８６との隙間から水が侵入することがあったとしても、ヒートシンク１と蓋部
１６により形成される電源収容部内に水が浸入することを防止することができ、電源回路
部６を保護することができる。また、ヒートシンク１の開口部を覆う蓋部１６の周縁には
、前述したように、端子台が設けられる直線部分以外の周縁に亘って周壁１６ａが設けて
あり、蓋部１６の周縁で巻き込むように覆っているから、電源収容部内に水が浸入するこ
とを防止することができ、電源回路部６を保護することができる。
【００６９】
　また、本実施の形態においては、板ばね７を３つ備える照明装置を例に説明したが、こ
れに限定されず、４つ以上であってもよい。図１７は、板ばねを４つ備える照明装置の例
である。図１７（ａ）は、照明装置の模式的平面図を、図１７（ｂ）は照明装置の模式的
側面図を夫々示している。
【００７０】
　図１７に示す照明装置においては、電源用端子台８が、４つの板ばね７，７…のうち２
つの板ばね７，７が取付穴１００ａを挟んで対向する位置になるように構成してある。電
源用端子台８に接続された電力線である電源ケーブルにより接続方向の力が作用したとき
、電源用端子台８に対向する位置にある２つの板ばね７，７のばね力により照明装置本体
１０が天井１００に対して傾くことを防止することができるから、より一層照明装置の姿
勢を維持して安定性を向上することができる。
【００７１】
　なお、端子台に取付穴を挟んで対向する板ばねの位置範囲としては、端子台から取付穴
の中心に向かう方向に直交する取付穴中心線よりも端子台から遠い側の半分の領域の範囲
内であればよい。即ち、図１７に示す対向する２つの板ばね７，７に挟まれる範囲である
。端子台から取付穴の中心に向かう線上に位置するように板ばねを取付ける方がより望ま
しい。なお、本実施の形態においては、板ばねを３つ又は４つ備える照明装置について述
べたが、５つ以上備える場合についても同様に構成することができる。
【００７２】
　以上のように構成された照明装置において、光源部２の点灯に伴い、伝熱板１３に設け
られた光源部２が発した熱は、伝熱シート２０を介して伝熱板１３に伝達され、ヒートシ
ンク１の伝熱板１３から筒体１１に伝達される。
【００７３】
　本実施の形態の照明装置を断熱構造でない天井に設置した場合には、ヒートシンク１の
筒体１１に伝達された熱は、該筒体１１の外周面、筒体１１に一体的に設けられている鍔
部１２及び筒体１１の他端１１ｂに設けられた蓋部１６から自然対流等により照明装置の
周囲の空気に放散される。これにより、ヒートシンク１の筒体１１及び蓋部１６から天井
内の空気に放熱することができると共に、鍔部１２から取付穴の外部、換言すると取付穴
から光源部からの光が照射される側である室内の空気に放熱することができる。
【００７４】
　本実施の形態の照明装置を断熱構造である天井に設置した場合には、ヒートシンク１の
筒体１１に伝達された熱は、主として鍔部１２に熱伝導され、自然対流等により室内の空
気に放散される。
【００７５】
　本実施の形態に係るヒートシンク１は、前述したように放熱フィンを有しない形状であ
り、筒体１１、鍔部１２、及び伝熱板１３を一体的に形成しているから、ヒートシンク１
の内部の熱伝導により伝熱板１３から鍔部１２まで効率的に熱を伝達することができる。
この鍔部１２は、前述したように、照明装置が天井等の被装着部に開口された取付穴に取
付けられたときに、例えば室内等の該取付穴の外部に位置する、換言すると取付穴から光
源部からの光が照射される側に露出させてある。従って、光源部２が発した熱を効率的に
室内等の取付穴の外部、換言すると取付穴から光源部からの光が照射される側の空気に放
散することができるから、照明装置の放熱性を向上することができる。なお、本実施の形
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態に係るヒートシンク１は、筒体１１と、該筒体の一端側の外周面に設けられた鍔部１２
とを備えているが、形状はこれに限定されず、室内等の取付穴の外部、換言すると取付穴
から光源部からの光が照射される側に露出されるように設けられた鍔部１２等の部分を有
していればよい。
【００７６】
　取付穴の開口の側に位置するように光源部２をヒートシンク１に設けてある。本実施の
形態の如く、照明装置本体をその一部又は全体が埋込まれるように取付穴に埋込み設置さ
れる埋込み形照明装置においては、照明装置本体の取付穴の奥行き方向の中央を境として
奥側ではなく開口の側に光源部２を位置させる。この結果、ヒートシンク１の光源部２が
設置された位置から外部、換言すると取付穴から光源部からの光が照射される側に位置す
る鍔部１２までの熱伝導の経路が短くなる。これによって、光源部２が発した熱は、効率
良く鍔部１２に伝導され、鍔部１２から室内等の取付穴の外部、換言すると取付穴から光
源部からの光が照射される側の空気に放散することができ、放熱性を更に向上することが
できる。なお、例えば、照明装置本体を厚肉の壁等の被装着部に設けられた貫通穴の内部
に埋め込まれるように取付けるように構成した場合においては、取付穴の開口の側とは、
鍔部１２が当接される一方の開口の側を意味し、貫通穴の前記一方の開口と貫通穴の長手
方向の中央との中間を境として、前記一方の開口の側に光源部を位置させることを意味す
る。
【００７７】
　また、ヒートシンク１の筒体１１の内部を区画する板部である伝熱板１３を鍔部１２が
設けられた一端１１ａ側に設け、伝熱板１３の前記一端１１ａ側の面１３ａに光源部２を
設けている。光源部２が設けられた伝熱板１３から外部に位置する鍔部１２までの熱伝導
の経路が短くなると共に、伝熱板１３と筒体１１との間、筒体１１と鍔部１２との間にお
いて、熱通過断面積を十分確保することができる。この結果、光源が発した熱は、効率良
く鍔部１２に伝導され、鍔部１２から室内等の取付穴の外部、換言すると取付穴から光源
部からの光が照射される側の空気に放散することができ、放熱性を向上することができる
。
【００７８】
　そして、放熱フィンを有しない形状であるから、電源回路を収容する電源収容部を大き
く取ることができる。また、放熱フィンを有しない形状であることから以下の利点がある
。使用するアルミの量を低減することができ、重量を軽くすることができる。さらに、ダ
イキャストにより成形する場合、型から抜きやすくなり、鍔部１２との一体化が可能とな
り、前述したように光源部２からの熱を効率的に放散することが可能となると共に、部品
点数を少なくすることができる。また、塗料を塗布し易くなり、防食対策が容易となる。
さらに、外表面が滑らかであるから、埃がたまりにくく、放熱性能の劣化を低減すること
ができる。
【００７９】
　なお、以上の実施の形態においては、光源として複数のＬＥＤ素子が実装されてなるＬ
ＥＤモジュール２，２…を用いているが、これに限定されず、複数のＬＥＤ素子、他のタ
イプのＬＥＤ、ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）等を用いてもよい。
【００８０】
　また、以上の実施の形態においては、光源として表面実装型ＬＥＤを用いているが、こ
れに限定されず、他の型のＬＥＤ、ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）
等を用いてもよい。
【００８１】
　さらに、以上の実施の形態においては、ダウンライト等の天井に設けた取付穴に設置さ
れる埋込型照明装置を例に説明したが、このような照明装置に限定されず、他のタイプの
照明装置、照明装置以外の発熱体を備える機器にも適用可能であり、その他、特許請求の
範囲に記載した事項の範囲内において種々変更した形態にて実施することが可能であるこ
とは言うまでもない。
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【符号の説明】
【００８２】
　１　ヒートシンク（放熱体）
　１１　筒体
　１２　鍔部
　１３　伝熱板（板部）
　２　光源部（光源）
　３　反射板
　３１　反射部
　３２　固定部
　３３　周壁
　３４、３６　係合突起
　３５　係合凹部
　４　透光板
　４１　レンズ
　４２　凹部
　５　化粧枠
　５１　係止部
　５１ａ　支持片
　５１ｂ　係止爪
　６　電源回路部
　６４　支持板（保持体）
　７　板ばね（装着部材）
　８　電源用端子台
　９　調光用端子台
　１００　天井（被装着部）
　１００ａ　取付穴
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